
品 川 稲 門 会 会 則 

 

（名称） 

第１条 本会は品川稲門会と称し、事務所を東京都港区新橋六丁目１１番８号今井ビル５階

に置く。 

 

（目的）  

第２条 本会は会員相互の親睦を深めるとともに早稲田大学および同校友会ならびに地域

社会の発展に寄与することを目的とする。  

 

（事業）  

第３条 本会は前条の目的を達成するために必要な事業を行う。  

 

（組織）  

第４条 本会は東京都品川区に在住または在勤する早稲田大学卒業生および品川区外に在

住または在勤する校友で本会会員から推薦された者ならびに賛助会員（本会の趣旨

に賛同し役員会で承認された者）をもって構成する。 

 

（役員） 

第５条 本会は総会において会員の中から次の役員を選任する。各役員の任期はいずれも選

任された日から2年間とし、再選を妨げない。なお、2年間の任期が終了した後も総会

において後任者が選任されていない場合は、後任者が選任されるまで引き続き役員の

職務を行うものとする。 

 

（１） 会長 １名 

（２） 副会長 若干名 

（３） 幹事長 １名 

（４） 理事 若干名 

（５） 副幹事長 若干名 

（６） 幹事 若干名 

（７） 会計 ２名 

（８） 監査 ２名 

 

（役員の職務） 

第６条 本会の役員の職務は次のとおりとする。  

 

（１）  会長は本会を代表し、会務を総括する。  

（２）  副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の職務を代行する。  

（３）  幹事長は会長を補佐し、会務の執行を行う。 

（４）  理事ならびに副幹事長および幹事は幹事長を補佐し、会務の執行を行う。 

（５）  会計は経理を担当し、総会で決算の報告をする。  

（６）  監査は会計監査を行い、総会で報告する。 



（個人情報の管理） 

第７条 役員会は、会員の個人情報を管理し、本会の運営に必要な限りにおいてのみこれを

利用する。 

② 役員会は、会員の個人情報を、本人の承諾なくして役員以外の第三者に開示しては

ならない。 

 

（名誉会長、相談役および顧問）  

第８条 本会は名誉会長、相談役および顧問を置くことができる。名誉会長、相談役および

顧問は会長の推薦により役員会の議を経て決定する。  

 

（総会）  

第９条 本会は毎年 1回定期総会を開催する。但し会長が必要と認めた場合は、臨時総会を

開催することができる。 

② 総会は会長が招集する。  

③ 総会の議長は会長とし、会長に事故あるときは副会長の中から１名をもってあてる。 

④ 総会の決議は出席者の過半数をもって成立する。可否同数の場合は議長がこれを決

する。  

 

（会費）  

第 10条 本会の年会費は３０００円とする。  

 

（事業年度および会計年度）  

第 11 条 本会の事業年度および会計年度は毎年４月１日に始まり翌年３月３１日をもって

終了する。  

 

（会則の変更） 

第 12条 本会則の変更は総会の決議による。 

 

 

付則  本会則に定められていない事項は役員会で協議決定する。 

 

（改定履歴） 

２０１０年９月８日施行 

２０２４年９月７日一部改定 

 

 

 


